
 

令和３年度 第１回 まちづくり専門委員会議  

 
令和３年８月 31日（火）14：00～16：00 

三宮国際ビル７階 701 会議室 
 

次第 

 

 

１．開会                        

 

２．まちづくり制度の概要について                ［資料１］ 

 

３．まちづくり協定の更新について 

・森南町 1丁目地区（東灘区）               ［資料２］ 

・御影浜手地区  （東灘区）               ［資料３］ 

 

 ４．まちづくり支援について 

１）制度の概要                        ［資料４］ 

２）コンサルタント派遣に関する検証評価            ［資料５］ 

・第 2・第 4防災ビル研究会  （中央区｜初年度） 

・湊川再整備構想準備会    （兵庫区｜初年度） 

・長田神社地域まちづくり協議会（長田区｜初年度） 

  ３）制度の見直し                       ［資料６］ 

 

 ５．まちづくり協議会の変更届出書の受理             ［資料７］ 

 

６．閉会 

 
 
 
 

 

◆その他配布資料◆  

・令和３年度 まちづくり専門委員一覧           ・・・・・ ［資料８］ 

・まちづくり専門委員の役割                ・・・・・ ［資料９］ 

・議題関連団体位置図                   ・・・・・ ［資料 10］ 

・まちづくり専門委員会議設置要綱              ・・・・・ ［資料 11］ 



 
 

神戸市における協働と参画のまちづくり 

１．協働と参画のまちづくりの枠組み 

神戸市では、まちづくり条例に基づき、『住民』『専門家』『行政』などが協力しながら

取り組む「協働と参画のまちづくり」により、住民が主体となるまちづくりを進めて

いる。 
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地区計画
（第５章）

まちづくり協議会
（第２章）

まちづくり提案
（第３章）

まちづくり協定
（第４章）

助成等
（第６章）

まちづくり専門委員
（第７章）

住み良いまちづくりを推進するため、専門
的な見地から幅広く意見を求める

まちづくり支援事業

（技術的支援、活動に要する経費の
一部を助成など）

住民の意見を反映するための
手続きに関することを規定
（素案の縦覧、説明会の開催）

地区の住み良いまちづくりを推進するために住民等が
設置した協議会

・地区の住民等の大多数により設置されている
・構成員は住民等、他まちづくりの学識経験を有す
る者・これに準ずるもの
・活動が地区の住民等の大多数の支持を得ている

・まちづくり協議会は、住民等の総意を反
映した、地区のまちづくりの構想に係る提
案を策定し、市長に提出できる

・市はまちづくり提案の内容に配慮するよ
う努める

・まちづくり協議会は、住み良いまちづくりを推進す
るために必要な事項を、まちづくり協定として市長と
締結できる

・協定区域内で建築物・工作物の新築等や土地の
区画形質の変更をしようとする場合は、行為の届出
を求めることができる

・届出に際しては、届出者からまちづくり協議会へ、
その内容の説明を求めることができる

・届出の内容が協定の内容に適合していない場合
は、届出者と市が必要な措置を協議する

認定まちづくり協議会の役割

資料１-2

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例（まちづくり条例）

まちづくり制度のメニュー

・ものづくり
・ルールづくり
・魅力づくり
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森南町 1丁目地区まちづくり協定の更新について 
 

１ 専門委員会議で意見聴取する事項 

まちづくり協定の更新締結 

（神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例第 9 条） 

 
２ 地区の概要 

位 置：神戸市東灘区森南町１丁目 
面 積：約 7.7ha 
世帯数：826 世帯（住民基本台帳令和 2 年 6 月 30 日時点） 
人 口：1636 人 （住民基本台帳令和 2 年 6 月 30 日時点） 
 

【区域図】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 協定締結組織 

森南町 1 丁目まちづくり協定を守る会（平成 8 年設立、会長：山本 豊三 氏） 
 
  

資料２ 
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４ 森南町 1丁目まちづくり協定を守る会（協定）の経緯 
・平成 8 年 12 月 
・平成 11 年 11 月 
・平成 13 年 11 月 
・平成 13 年 12 月 
・平成 21 年 10 月 
 
・平成 23 年 12 月 

「森南町 1 丁目まちづくり協議会」設立 
まちづくり協議会に認定 
「森南町 1 丁目第 4 次まちづくり提案」策定 
「森南町 1 丁目地区まちづくり協定」締結 
協議会名称を「森南町１丁目まちづくり協定を守る会」

へ変更 
「森南町 1 丁目地区まちづくり協定」変更更新 

⇓  
10 年間まちづくり協定を運用 
⇓  

・令和元年 5 月 まちづくり協定の更新に関する検討を開始 
 
５ まちづくり協定の更新概要 

まちづくり協定の有効期限 10 年をむかえ、現行のまま更新を行う。 
 

(1)更新に向けた活動 

・令和元年 5 月 広報紙による周知（まちづくり広報 第 86 号） 
「協定の更新に関する検討を開始する旨を周知」 

・令和 2 年 11 月 広報紙による周知（まちづくり広報 第 87 号） 
「まちづくり協定の更新について」 

・令和 2 年 11 月 協定更新に向けたアンケート調査票の配布・回収 
・令和 3 年 1～2 月 協定更新に向けたアンケート調査票の追加配布・回収 
・令和 3 年 6 月 アンケート結果報告及び書面総会で 

協定更新の方針の議決 
・令和 3 年 6 月 市へ協定締結願書を提出 

 

 (2)合意形成 

  ①アンケート結果 
住民等にまちづくり協定の更新に関するアンケート調査を実施した。 

 
〔配布数〕 
全 体：704 世帯 
地区内：605 世帯 
地区外：99 世帯 

 
 

〔回収率〕 
全 体 ：72.2％（508/704） 
地区内：72.9％（441/605）
地区外：67.7％（67/99） 

 
 

〔賛同数〕 
全 体 ：96.1％（488/508） 
地区内：97.1％（428/441） 
地区外：89.6％（60/67）
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②周知活動 

前回の協定更新時（平成 23 年 12 月）には、アンケート配布の際に協定更新に

関する個別説明を行ったが、今回はコロナ禍で接触を避けるため下記のとおり

周知の徹底を図った。 

・アンケート配布はポスト投函及び郵送とし、協定に関する説明のパンフレ

ットを同封した。 

・アンケートに対象者からの意見を聴く自由記述欄を用意した。 

 

以上のとおり、書面総会によりアンケートの結果報告を行い、協定更新の方針を議

決した。 

 

・総会日時：令和 3 年 6月 

・「森南 1丁目地区まちづくり協定（案）」：別紙のとおり 

・協定期間：令和 3 年 12 月 19 日～令和 13 年 12 月 18 日 
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森 南 町 １ 丁 目 地 区 ま ち づ く り 協 定 書 （ 案 ）   
 神戸市長(以下｢市長｣という。)と森南町 1 丁目まちづくり協定を守る会(以下｢守る会｣という。)は、森南町 1 丁目地区

の健全な市街地の形成をめざし、良好な住環境の確保とともに地域の振興を推進するため、神戸市地区計画及びまちづく

り協定等に関する条例（昭和 56 年 12 月条例第 35 号）第 9 条の規定に基づき、次のとおりまちづくり協定(以下｢協定｣

という。)を締結する。 

（名称） 

第１条 この協定は、「森南町１丁目地区まちづくり協定」と称する。 

（地区の位置及び区域） 

第２条 この協定の対象となる地区(以下｢地区｣という。)の位置は以下のとおりとし、区域は別紙森南町 1 丁目地区まち

づくり協定区域図(以下「別図」という。)に示すとおりとする。 

神戸市東灘区森南町 1 丁目 

（市長と守る会の役割） 

第３条 守る会はこの協定により、次条に示すまちの環境づくりの目標を達成するため、積極的に行動し、市長はこの協

定に基づき、守る会に対し、必要な助言及び指導に努めるものとする。 

（まちづくりの目標） 

第４条 神戸市の東の玄関口にふさわしい、良好な住宅地と活気のあるまちが両立する健全で魅力的なまちを目指し、ま

ちの環境づくりの目標を次のとおり定める。 

(1)落ち着きとうるおいのある住環境を確保した「住みよいまち」 

(2)豊かなコミュニティを継承し、また、人々の交流を育む「活気あるまち」 

(3)住宅と店舗とが調和した「健全で魅力あるまち」 

(4)災害に強く、生活者の安全に配慮した「安心して過ごせるまち」 

（土地利用の方針） 

第５条 地区全体は良好な住環境を継承しつつ、住宅と店舗等とが調和･共存した土地利用とする。国道２号沿道は、周

囲の住環境に配慮しつつ、店舗等を中心に魅力あるまちなみの形成を図る。 

（建築物の用途の制限） 

第６条 地区内において、次の用途の建築物は建築してはならない。ただし、この協定締結の際、現に存する下記の建築物の

敷地において、同床面積以内の改築、修繕等を行う場合はこの限りでない。 

(1)マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、カラオケボックス その他これら

に類するもの 

(2)倉庫業を営む倉庫、工場等（建築基準法別表第二（へ）第二号、（と）第三号及び第四号に掲げるもの） 

（ファミリー形式住戸の奨励） 

第７条 地区のコミュニティを維持し、また、世代構成のバランスを図るため、地区内で集合住宅等を建築する場合、フ

ァミリー形式住戸(住戸専用面積がおおむね 30 平方メートル以上のものをいう。)の設置に努める。ただし、管理

人の常駐、学生専用マンションの供給等の事情がある場合は、守る会と協議するものとする。 

（垣・柵等の形態等の配慮） 

第８条 うるおいのあるまちなみの形成、安全性の向上等を図るため、道路に面する箇所での門灯の設置に努める。また、

道路に面する塀は生垣又は透視可能なフェンス等とし、植栽を併設するよう努める。 

（周辺環境への配慮） 

第９条 良好な住環境の確保と美しいまちの形成等を図るため、建築物等は色彩・意匠等が周辺環境と調和するよう工夫

する。 

（業種等の制限） 

第 10 条 良好な住環境の確保と健全な市街地の形成を図るため、地区内において、青少年の健全な育成に不適とみなさ

れる業種（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されている業種、テレホンクラブ等）、及び

集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の入居、営業は禁止する。 

（協定の有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は締結日から起算して 10 年とする。更新する際は市長及び守る会が協議の上で行う。 

（補則） 

第 12 条 この協定の運用にあたり、まちづくり協定運営委員会を設け、まちづくり協定運用細則を別に定める。 

２ この協定に疑義が生じたとき又は協定に定めのない事項については、市長及び守る会が協議するものとする。 

３ この協定に改訂の必要が生じた場合は、市長及び守る会が協議の上、改訂するものとする。 

 

以上のとおり協定を締結した証として、本書 2 通を作成し、協定当事者において記名押印のうえ、各 1 通を保有する。 

 

令和 3 年 12 月１９日 

 

神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 

神戸市長  久 元 喜 造 

 

神戸市東灘区森南町１丁目 11 番 17 号 

森南町１丁目まちづくり協定を守る会 

会  長   

（平成 13 年 12 月 19 日   締結） 

（平成 23 年 12 月１９日 一部変更） 

（令和 3 年 12 月１９日   更新） 
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【森南町１丁目地区まちづくり協定区域図】 
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御影浜手まちづくり協定の改定更新について 

１ 専門委員会議で意見聴取する事項 

まちづくり協定の変更・更新締結 

（神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例第９条） 

 
２ 地区の概要 

位 置：東灘区御影塚町１～４丁目、 
御影石町１～２丁目、 

３丁目の一部、 
    御影本町１～８丁目、 

御影浜町の一部 
面 積：約９６ha 
世帯数：5,235 世帯  
（住民基本台帳 R２.６末時点） 
人 口：9,935 人  
（住民基本台帳 R２.６末時点） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 
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３ 協定締結組織 
御影浜手まちづくり協定委員会（平成 22 年設立） 

 
４ 御影浜手まちづくり協定委員会の経緯 
・平成 17 年 浜手部会（御影地区まちづくり協議会）の活動開始 
・平成 22 年６月 御影浜手まちづくり協定委員会設立 
・平成 23 年１月 まちづくり協議会の認定 
・平成 23 年３月 御影浜手まちづくり協定締結 

⇓  
＜10 年間まちづくり協定を運用：協定期間 令和 3 年 3 月 9 日まで＞ 
  

【協定の一時延長】 
・令和元年 11 月～ 次の更新に向けて協定の見直し・更新に関する検討を開始 
・令和２年 4 月・5 月 ［新型コロナウィルス感染拡大防止として活動自粛］ 
・令和２年６月 総会（協定の更新（一時延長 6 か月）を進めることを提示） 
・令和２年 9 月～ 協定更新に関する合意確認アンケート（改定更新に向けて） 
・令和３年１月 臨時総会（協定の有効期間の延長） 
・令和３年３月 御影浜手まちづくり協定（一時延長）締結 
     ⇓ 
＜これまでと同様の内容で協定を運用：協定期間 令和 3 年９月 30 日まで＞ 
  

※協定運用 10 年目を迎えるにあたり、協定期間を更新をして、引き続きまちづくり

協定の運用を続けることとして検討をしていたところ、新型コロナウィルス感染拡大

防止による活動自粛期間が生じてしまったことから、当初の協定期間内に次の更新を

行うことができなくなってしまった。 
そのままだと協定が失効してしまうため、市と協議のうえ、まちづくり協定の期間を

一時的に半年間延長した。 
 
５ まちづくり協定の改定更新 
（１）協定の改定更新に向けた活動 

・令和元年 11 月～ 次の更新に向けて協定の見直し・更新に関する検討を開始 
・令和２年 9 月～ 協定更新に関する合意確認アンケート（改定更新に向けて） 
・令和３年１月～ アンケート集計 
・令和３年３月 協定期間の一時延長 
・令和３年３・４月 アンケート意見提出者への説明・意向再確認と協定改定更新

案の一部変更の検討 
・令和３年５月 協定改定更新最終案 作成 

まちづくりニュースにてアンケートの結果と協定案を提示 
・令和３年６月 総会（協定改定更新案の議決） 
・令和３年７月 市へ協定締結願書を提出 
  

■協定改定更新に向けた周知■ 

   令和２年 9 月 まち通信 Vol.9（役員案の提示）・アンケート調査票配布 

   令和２年 11 月 まち通信臨時号（臨時総会の案内） 

   令和３年２月 まち通信臨時号（臨時総会の結果報告） 

   令和３年３月 まち通信 Vol.10（協定の一時延長の周知） 

   令和３年５月 まち通信 Vol.11（アンケートの結果報告、最終案の提示） 

   令和３年８月 まち通信 Vol.12（総会の結果報告）  
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（２）改定（変更）の内容 

 ①まちづくり協定の対象区域の追加（改定 A） 

  自治会のエリア内である御影小学校が協定区域に入っていないため、自治会エリア

のすべてが協定区域となるよう、御影小学校を区域に追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②「駅前商業ゾーン」でのパチンコ屋・マージャン屋等の規制を追加（改定 B） 

  建物用途の規制については協定の区域を３つに区分して規制する用途を決めてい

る。 

現行の協定では３つの区分のうち「住工商協調ゾーン」及び「臨海産業ゾーン」に

おいてパチンコ屋・マージャン屋等の新築を規制しているが、「駅前商業ゾーン」

でもパチンコ屋等の「新築」をあらたに制限する。 

（※ただし、駅前商業ゾーンにおける既存の建築物については増築は可能とする。

（他の 2ゾーンでは増築は不可）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）合意形成 
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・アンケート対象 6,045 世帯 

地区内：5,325 世帯、地区外（土地所有者・建物所有者）：720 世帯 

※地区内は各自治会が配布・回収（ワンルーム・賃貸住宅も含む） 

※地区外へは郵送にて配布・回収 

 

回収率                     賛同率 

 62.7％（3,789/6,045）              95.6％（3,624/3,789） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体の 6割の方から回答を得、そのうちの 95％の方からの賛同を得ている。 

 

 

【回答の内訳】 
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【具体の意見への対応】 

アンケート調査時に改定案について地区内権利者からでた意見に対して、協定委員会と

意見提出者との間で話し合い、協定委員会で再度案を検討し、一部見直したものを最終

案としてとりまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上により、総会の場で協定の改定更新を決議した。 
 
  ・総会日時：令和３年６月 24 日 
  ・「御影浜手まちづくり協定（案）」：別紙のとおり 
  ・協定期間：令和３年 10 月１日～令和 13 年９月 30 日 
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-15-



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-16-



 

『御影浜手まちづくり協定』改定更新案 

神戸市長（以下「市長」という）と御影浜手まちづくり協定委員会（以下「委員会」という）

は，“歴史・文化を活かした「住工共存」のまちづくり”を基本目標として，神戸市地区計画及

びまちづくり協定等に関する条例（昭和 56年 12 月条例第 35 号）第 9 条の規定に基づき，次のと

おりまちづくり協定（以下「協定」という）を締結する。 

（名称） 

第 1 条 この協定は「御影浜手まちづくり協定」と称する。 

（地区の位置及び区域） 

第 2 条 この協定の対象となる地区（以下「地区」という）の位置は以下のとおりとし，区域は

御影浜手まちづくり協定区域図に示すとおりとする。 

御影塚町 1～4丁目 御影石町 1～2丁目，3丁目の一部 

御影本町 1～8丁目 御影浜町の一部 

（市長と委員会の役割） 

第 3 条 委員会はこの協定により，地区の住み良く働きよい健全なまちづくりを推進し，市長は

この協定に基づき，委員会に対し，必要な助言及び指導に努めるものとする。 

（まちづくりの基本目標） 

第 4 条 地区のまちづくりにあたっては，当委員会の区域を含む御影地区まちづくり協議会との

連携のもと，より健全な地区環境の形成を図るため，“歴史・文化を活かした「住工共存」の

まち”を基本目標に推進する。 

（まちづくりの基本方針） 

第 5 条 地区のまちづくり基本方針は，次のとおりとする。 

（1）居住環境と生産環境が調和した明るく活気あるまちなみづくり 

（2）水と緑と歴史・文化資源の再生・再興を通したまちへの愛着づくり 

（土地利用方針） 

第 6 条 地区の土地利用方針は，次のとおりとする。 

（1）駅前商業ゾーン（近隣商業地域）・・・にぎわいと活気のある駅前としての土地利用を図り

つつ，秩序ある環境を誘導する。 

（2）臨海産業ゾーン（臨港幹線道路以南の地域）・・・産業に特化した土地利用を図りつつ，隣

接する住工商混在ゾーンとの共存・調和に配慮した環境を形成する。 

（3）住工商協調ゾーン（その他の地域）・・・多様な土地利用の共存を図りつつ，居住の場，子

育ての場にふさわしい安全・健全で秩序ある環境を誘導する。 

（建築物の用途の制限） 

第 7 条 第 6 条の各ゾーンにおいては，次の用途の建築物は建築してはならない。 

(1)マージャン屋、ぱちんこ屋、その他これらに類するもの（建築基準法別表第２(ほ)第 2 号に

掲げるもの）（全てのゾーン） 

ただし、駅前商業ゾーン（近隣商業地域）にあっては，この協定の締結の際，現に存する建築

物の敷地においては，駐車・駐輪場を確保するなど，迷惑駐車・駐輪の防止に配慮する場合は，

建替え及び増築を行うことができる。 

（2）ホテル，旅館（全てのゾーン） 

（3）貸トランクルーム（無人のコンテナで 24 時間立ち入りが可能なもの）（駅前商業ゾーン、

住工商協調ゾーン） 

（4）危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場又は貯蔵庫等（建築基準法別表第２（ぬ）
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第三号及び第四号に掲げるもの）（駅前商業ゾーン、住工商協調ゾーン） 

2 前項の規定に係わらず，この協定締結の際現に存する建築物の敷地においては，原則として同

床面積以内の建替，修繕等を行うことができる。 

（業種等の制限） 

第 8 条 良好な住環境の確保と健全な市街地の形成を図るため，青少年の健全な育成に不適当と

みなされる業種（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定されている

業種。ただし，マージャン屋，ぱちんこ屋等は，この協定の締結の際，現に営業している場合

はこの限りでない）及び集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織は入

居，営業してはならない。 

（荷さばき等駐車用地の設置） 

第 9 条 路上での荷さばき等の駐車を防止するため，敷地面積が 500 ㎡以上の事業所等は荷さば

き等の駐車用地を設ける。また，500 ㎡未満の場合についても，可能な限りその用地を確保す

るよう努める。 

（まちの美観への配慮） 

第 10 条 地区内の空地，工場跡地等の土地利用については，まちの環境や美観を著しく損なわな

いよう配慮する。 

（屋外広告物の制限） 

第 11 条 明滅する等，派手なネオンサインを伴う屋外広告物は設置・掲出を制限する。その他，

色や照度についても，新設または変更の際には事前に委員会と協議を行う。 

2 道路へのはみ出しなど，通行の支障になる部分には設置しない。 

（管理責任者の連絡先の明示等） 

第 12 条 賃貸集合住宅の管理にあたっては，管理人又は責任者を定め，その名称及び連絡先を明

示し，常時連絡がとれるようにする。 

（協定の有効期間） 

第 13 条 この協定の有効期間は，令和 13 年９月 30 日までとする。更新する際は，市長及び委員

会が協議の上で行う。 

（補則） 

第 14 条 協定の運用に必要な基準等は，まちづくり協定運用細則として別に定めることができる。 

2 この協定に疑義が生じた場合は，市長及び委員会が協議するものとする。 

3 この協定に改定の必要が生じた場合は，市長及び委員会が協議の上，改定するものとする。 

以上のとおり協定を締結した証として，本書２通を作成し，協定当事者において記名押印の上，

各１通を保有する。 

令和３年 10 月 １日 

神戸市中央区加納町 6 丁目 5番 1 号 

神戸市長 久元 喜造 

 

神戸市東灘区御影本町７丁目７番 20 号 501 

御影浜手まちづくり協定委員会 会長 

 

-18-



『まちづくり助成』

【基幹活動】
まちづくり構想、まちづくりルール等を

検討・作成するための活動
（例）会議の開催（会場使用料など）

ニュースの発行・広報（印刷費など）

アンケートの実施（印刷費など）

【提案活動】
活動の段階に応じて、

基幹活動をより効果的に行うために、
地域が独自に提案する活動

（例）先進事例研究（視察、講師謝礼）
まちづくりイベント、活動ﾊﾟﾈﾙ展示など

まちづくり助成の対象となる活動経費

活動段階 助成限度額 助成限度期間

初動期
（初動期団体）

１０万円 ２年間

構想・ルール等策定
（整備予定地区団体・まちづくり協議

会）

３０万円 １０年間

ルール運用・継続的なまちづくり
（優良まちづくりボランティア団体）

３０万円（１/２助
成）※

原則３年毎に更新

（検証・評価が必
要）

まちづくり支援制度について 資料４

まちづくり活動に取り組む団体の活動費を助成する制度

まちづくり助成の限度額と助成期間
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『まちづくり専門家派遣』
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まちづくり支援事業の概要（支援モデル：まちづくり協定を策定するケース）
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所在

中央区

兵庫区

長田区

令和３年度　第1回　まちづくり支援事業 検証・評価　審査対象団体

初年度

初年度長田神社地域まちづくり協議会

2 湊川再整備構想準備会

コンサルタント派遣

3

初年度

検証評価分類団体名番 号

1 第2・第4防災ビル研究会

資料５
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（ 3

（ ま 景 ）

（

まちづくり構想

（ 年度まで） ・ なし ・ 未定 ※いずれかに○をお願いします

第２・第４防災ビルには区分所有者等権利者が多数存在しているが、多数の権利者が未来に向けて神戸の街、市民にとって望まれる
建物のあり方を議論し、事業イメージを共有しなければ再整備を具体化することは難しい。議論を円滑に進め、三宮の未来の発展を目
指すまちづくりに取り組む上でも専門家のサポートが必須である。

団
体
の
概
要

名 称 第２･第４防災ビル研究会 所 在 地 中 央 区

－ 世帯

協議会認定年月

R5年度

活動終了予定 あり

活動のPR

R3年度 R4年度

令和3年度 まちづくり支援事業検証シート（10年未満）

構 想 提 案 年 月

設 立 目 的
第２・第４防災ビルは建設より40数年が経過し、阪神淡路大震災でも大きな被害を受けながらも、センター街
の主要な施設として賑わい創出に貢献している。しかしながら三宮駅周辺の再整備への対応や、建物の老
朽化、耐震基準のクリアなどの課題も抱えているため、共同建替えによる施設整備を検討している。

設 立 年 月 令 和 元 年 ９ 月 年目） 面 積 0.3 世 帯 数ha

9年目 10年目

3　   令和３年度に取り組む内容

R14年度R6年度 R7年度 R8年度

(3)良好な景観形成

R9年度

(7)その他

(4)自立化に向けた活動

(5)啓発活動

R10年度 R11年度 R12年度

2年目
　　　　　　　　　　　　年度
　テーマ

審査対象

8年目

地区計画決定年月 その他のルール等

2　長期計画（※専門家とともに取り組むテーマの期間を記載ください） 　　コンサルタント派遣期間：原則最長10年

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
今
後
の
予
定

1　主となるまち
づくりのテーマ

老朽化が進んでいる第２・第４防災ビルの再整備を具体化させるため、地権者による組織体が共同建替えを前提に、
現況及び課題を把握した上で再整備構想案を策定する。

審査対象

12年目1年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 11年目

審査対象 以降審査対象

活
動
の
P
R
事
項

初年度　・　6年目　・　9年目　コンサルタント派遣

(1)地域の環境改善

(2)都市基盤の整備

※特記事項

協定締結年月 協定期限年目）

専門家 ㈱日建設計 支援額総計

(6)人材育成活動

R13年度

様式第3号

基本構想策定 基本計画等策定

都市再生特別地区等の検討

・現況把握と課題の把握

・再整備の必要性を整理

・再整備ビジョンの検討

・事業構想案の立案（事業方針、施設ボリュームプラン、概略事業収支、権利変換フレーム等）
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□

□

□

□

□

■

助成 認定・更新 年間を適とする

派遣 R3  年間を適とする

令和３年度 評価シート 団体名 第2・第4防災ビル研究会

事　　務　　局

まちづくり支援事業
まちづくり専門委員

都市局審査委員会

令和3年7月19日 令和3年8月31日

査　定　内　容 審　議　内　容 意　　　　　見

　まちづくりの段階チェック □
優良ボランティア団体

認定・更新

□
評価及び検証対象外
（派遣6年目・9年目のみ）

市が団体を認定しているか。
□ 適とする

構想を市へ提案しているか。

構想の具体化に取り組んでいるか。

□

　　年度より

長期計画について 　年間の認定・更新を認める。

□

これまでのまちづくり活動で蓄積さ
れた経験や教訓を情報発信してい
ただくなど、まちづくり活動の活性
化に向けて取り組んでいただけるこ
とを期待しています。

■
わがまち空間づくりに取り組んでい
るか。 □

計画案の通りまちづくり活動に
取り組んでください。

（事務局意見）

（事務局意見）

□
下記の点に留意してまちづくり

活動に取り組んでください。

□

以下の意見も参考にしていただき、
これまでのまちづくり活動で蓄積さ
れた経験や教訓を情報発信してい
ただくなど、これからもまちづくり活
動の活性化に向けて取り組んでい
ただけることを期待しています。

□ 優良まちづくりボランティア団体
（留意事項）

□

①地域の環境改善（ルール系）、②
都市基盤の整備（事業系）、③良好
な景観形成（景観系）などのまちづ
くり活動を、長期にわたり組織的に
行われてきたか。

（意　　見）

□

①まちづくりの自立に向けた活動を
計画、②他のまちづくり団体への啓
発活動、③人材養成活動を行う資
質を有しているか。（※自立：助成金に頼
らず、地域の力で持続的にまちづくり活動を行
うこと）

□ 否とする

（理　　由）

■ コンサルタント派遣 ■ コンサルタント派遣

■
技術的支援が必要な内容となって
いるか。

■ 適とする

■
１テーマの取り組み期間が３年以内
で計画されているか。 ■

令和３年度より

 　　年間の派遣を認める。

■
コンサル派遣を行う期間を10年以
内で計画されているか。

■
計画案の通りまちづくり活動に
取り組んでください。

□
まちづくりの自立に向けた活動を計
画しているか。（※自立：専門家に依存せず、

地域の力で持続的にまちづくり活動を行うこと）

□
下記の点に留意してまちづくり
活動に取り組んでください。

（留意事項）

（事務局意見）

神戸の都心の未来の姿［将来ビジョ
ン］

（理　　由）

事務局提案

年度より

政策的位置づけ等のチェック

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ等に位置づけがあるか。

市が優先的に取り組む事業か。
□ 否とする

その他

ステップ１ ステップ２ ステップ３

様式第４号

-25-



（ 2

（ ま 景 ）

（

まちづくり構想

（ 年度まで） ・ なし ・ 未定 ※いずれかに○をお願いします

活
動
の
P
R
事
項

初年度　・　6年目　・　9年目　コンサルタント派遣

(1)地域の環境改善

(2)都市基盤の整備

※特記事項

協定締結年月 協定期限年目）

専門家 合資会社ゼンクリエイト　根津昌彦 支援額総計

(6)人材育成活動

R　年度

以降審査対象

2年目

(4)自立化に向けた活動

(5)啓発活動

R　年度 R　年度

・定例会の開催（月１回）
・全体構想と整備計画の検討

1　主となるまち
づくりのテーマ

湊川パークタウン及び東側周辺エリアの再整備に向けた構想の検討、具体化

R　年度

5年目 6年目 7年目

R　年度

　　　　　　　　　　　　年度
　テーマ

審査対象

3　   令和3年度に取り組む内容

R　年度R　年度 R　年度 R　年度

令和3年度 まちづくり支援事業検証シート（10年未満）

構 想 提 案 年 月

設 立 目 的
湊川公園の東に位置する湊川パークタウン及びその周辺地について、地域の活性化、住環境の改善を目
的に再整備に向けた将来構想を検討する。

設 立 年 月 令 和 ２ 年 11 月 年目） 面 積 約 0.8 世 帯 数

兵 庫 区

団
体
の
概
要

名 称 湊川再整備構想準備会 所 在 地

(3)良好な景観形成

審査対象

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
今
後
の
予
定

地区計画決定年月 その他のルール等

(7)その他

11年目

審査対象

世帯

協議会認定年月

0

ha

湊川パークタウンは神戸の台所として戦後から続く地元に愛された商店街です。しかし、担い手
の高齢化や施設の老朽化により活気が失われつつあります。現在は、商店街を中心に周辺も巻
き込んで一体的な整備を視野に入れ勉強会を重ねています。
以前のように活気あふれる湊川パークタウンを目指して、整備方針の検討やまちづくり構想の策
定に取り組んでいきます。

事業等の勉強会

R5年度

2　長期計画（※専門家とともに取り組むテーマの期間を記載ください） 　　コンサルタント派遣期間：原則最長10年

12年目1年目 3年目 4年目 8年目 9年目 10年目

活動終了予定 あり

活動のPR

R3年度 R4年度

様式第3号

まちづくり構想策定

整備計画の策定
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□

□

□

□

□

■

助成 認定・更新 年間を適とする

派遣 R3  年間を適とする

令和３年度 評価シート 団体名 湊川再整備構想準備会

事　　務　　局

まちづくり支援事業
まちづくり専門委員

都市局審査委員会

令和3年7月19日 令和3年8月31日

査　定　内　容 審　議　内　容 意　　　　　見

　まちづくりの段階チェック □
優良ボランティア団体

認定・更新

□
評価及び検証対象外
（派遣6年目・9年目のみ）

市が団体を認定しているか。
□ 適とする

構想を市へ提案しているか。

構想の具体化に取り組んでいるか。

□

　　年度より

長期計画について 　年間の認定・更新を認める。

□

これまでのまちづくり活動で蓄積さ
れた経験や教訓を情報発信してい
ただくなど、まちづくり活動の活性
化に向けて取り組んでいただけるこ
とを期待しています。

■
わがまち空間づくりに取り組んでい
るか。 □

計画案の通りまちづくり活動に
取り組んでください。

（事務局意見）

（事務局意見）

□
下記の点に留意してまちづくり

活動に取り組んでください。

□

以下の意見も参考にしていただき、
これまでのまちづくり活動で蓄積さ
れた経験や教訓を情報発信してい
ただくなど、これからもまちづくり活
動の活性化に向けて取り組んでい
ただけることを期待しています。

□ 優良まちづくりボランティア団体
（留意事項）

□

①地域の環境改善（ルール系）、②
都市基盤の整備（事業系）、③良好
な景観形成（景観系）などのまちづ
くり活動を、長期にわたり組織的に
行われてきたか。

（意　　見）

□

①まちづくりの自立に向けた活動を
計画、②他のまちづくり団体への啓
発活動、③人材養成活動を行う資
質を有しているか。（※自立：助成金に頼
らず、地域の力で持続的にまちづくり活動を行
うこと）

□ 否とする

（理　　由）

■ コンサルタント派遣 ■ コンサルタント派遣

■
技術的支援が必要な内容となって
いるか。

■ 適とする

■
１テーマの取り組み期間が３年以内
で計画されているか。 ■

令和３年度より

 　　年間の派遣を認める。

■
コンサル派遣を行う期間を10年以
内で計画されているか。

■
計画案の通りまちづくり活動に
取り組んでください。

□
まちづくりの自立に向けた活動を計
画しているか。（※自立：専門家に依存せず、

地域の力で持続的にまちづくり活動を行うこと）

□
下記の点に留意してまちづくり
活動に取り組んでください。

（留意事項）

（事務局意見）

・都市計画道路福原線（整備済み）
（理　　由）

事務局提案

年度より

政策的位置づけ等のチェック

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ等に位置づけがあるか。

市が優先的に取り組む事業か。
□ 否とする

その他

ステップ１ ステップ２ ステップ３

様式第４号
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（ 2

（ ま 景 ）

（

まちづくり構想の策定

合意形成

まちづくり協定の締結

自主ルール運用

まちづくりニュース発行

まちの美化活動

まち歩き

先進地見学会

・令和２年度に引き続き、まちづくり構想の策定に向けての意見収集、取りまとめ

・まちの美化活動の実施 ・まちづくりニュースの発行

・先進地見学会の実施

（ 年度まで） ・ なし ・ 未定 ※いずれかに○をお願いします

①安全・安心で快適な住まい・まちづくり②長田神社を核とした住宅と商業が共存・共栄するまちづくりを目標に掲げ

2020年11月に長田神社地域まちづくり協議会を立ち上げました。

目標の達成に向けて、まちの良いところ・悪いとこををまとめ、まちの将来像（まちづくり構想）を策定し、長田神社地域の新たな

ルールづくりを進めていきます。

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
今
後
の
予
定

活
動
の
P
R
事
項

初年度　・　6年目　・　9年目　コンサルタント派遣

(1)地域の環境改善

(2)都市基盤の整備

※特記事項

協定締結年月 協定期限年目）

専門家 ㈱コー・プラン 支援額総計

(6)人材育成活動

(7)その他

11年目

審査対象 以降審査対象

2年目

(4)自立化に向けた活動

(5)啓発活動

R10年度 R11年度 R12年度 R13年度

8年目 9年目 10年目

1　主となるまち
づくりのテーマ

長田神社を核とした住宅と商業が共存・共栄するまちづくり

地区計画決定年月 その他のルール等

2　長期計画（※専門家とともに取り組むテーマの期間を記載ください） 　　コンサルタント派遣期間：原則最長10年

審査対象

12年目1年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目

R５年度

活動終了予定 あり

活動のPR

R３年度 R４年度

　　　　　　　　　　　　年度
　テーマ

審査対象

3　   令和３年度に取り組む内容

R14年度R６年度 R７年度 R８年度

(3)良好な景観形成

R９年度

令和3年度 まちづくり支援事業検証シート（10年未満）

構 想 提 案 年 月

設 立 目 的 長田神社地域の安全・安心で快適な住まい・まちづくりを推進することを目的とする

設 立 年 月 令 和 ２ 年 11 月 年目） 面 積 17.0 世 帯 数ha

団
体
の
概
要

名 称 長田神社地域まちづくり協議会 所 在 地 長 田 区

1,291 世帯

協議会認定年月

様式第3号

-28-



□

□

□

□

□

□

助成 認定・更新 年間を適とする

派遣 R3  年間を適とする

令和３年度 評価シート 団体名 長田神社地域まちづくり協議会

事　　務　　局

まちづくり支援事業
まちづくり専門委員

都市局審査委員会

令和3年7月19日 令和3年8月31日

査　定　内　容 審　議　内　容 意　　　　　見

　まちづくりの段階チェック □
優良ボランティア団体

認定・更新

□
評価及び検証対象外
（派遣6年目・9年目のみ）

市が団体を認定しているか。
□ 適とする

構想を市へ提案しているか。

構想の具体化に取り組んでいるか。

□

　　年度より

長期計画について 　年間の認定・更新を認める。

□

これまでのまちづくり活動で蓄積さ
れた経験や教訓を情報発信してい
ただくなど、まちづくり活動の活性
化に向けて取り組んでいただけるこ
とを期待しています。

■
わがまち空間づくりに取り組んでい
るか。 □

計画案の通りまちづくり活動に
取り組んでください。

（事務局意見）

（事務局意見）

□
下記の点に留意してまちづくり

活動に取り組んでください。

□

以下の意見も参考にしていただき、
これまでのまちづくり活動で蓄積さ
れた経験や教訓を情報発信してい
ただくなど、これからもまちづくり活
動の活性化に向けて取り組んでい
ただけることを期待しています。

□ 優良まちづくりボランティア団体
（留意事項）

□

①地域の環境改善（ルール系）、②
都市基盤の整備（事業系）、③良好
な景観形成（景観系）などのまちづ
くり活動を、長期にわたり組織的に
行われてきたか。

（意　　見）

□

①まちづくりの自立に向けた活動を
計画、②他のまちづくり団体への啓
発活動、③人材養成活動を行う資
質を有しているか。（※自立：助成金に頼
らず、地域の力で持続的にまちづくり活動を行
うこと）

□ 否とする

（理　　由）

■ コンサルタント派遣 ■ コンサルタント派遣

■
技術的支援が必要な内容となって
いるか。

■ 適とする

まちづくり協定・自主ルールについては、運用に
関する細則等を定めることにより専門家に頼らず
運用していくことも検討してください

■
１テーマの取り組み期間が３年以内
で計画されているか。 ■

令和３年度より

 　　年間の派遣を認める。

■
コンサル派遣を行う期間を10年以
内で計画されているか。

■
計画案の通りまちづくり活動に
取り組んでください。

□
まちづくりの自立に向けた活動を計
画しているか。（※自立：専門家に依存せず、

地域の力で持続的にまちづくり活動を行うこと）

□
下記の点に留意してまちづくり
活動に取り組んでください。

（留意事項）

（事務局意見）

（理　　由）

事務局提案

年度より

政策的位置づけ等のチェック

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ等に位置づけがあるか。

市が優先的に取り組む事業か。
□ 否とする

その他

ステップ１ ステップ２ ステップ３

様式第４号
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○案  

まちづくり支援制度 見直し方針 
１． 背景 

神⼾市まちづくり⽀援事業は、協働と参画によるまちづくりを推進するため、40 年以上にわたり住⺠主
体のまちづくりを技術的・経済的に⽀援しており、その運用にあたっては、社会経済情勢や地域のまちづく
りの動きに合わせて制度の改正等を実施してきているところである。 

しかしながら、今般の市の行財政改革 2025 や新型コロナウイルスによる影響など、社会状況が大きく変
化していることから、本制度についても、より厳格な財政運営、制度の透明性やより効果的な⽀援内容など
が求められている。 

 
２． 見直しの方向性 

住⺠主体のまちづくりへの⽀援を持続可能なものとするため、⽀援のあり⽅について改めて検討し、時代
に合った制度となるよう改正等を進める。 

 
３． 見直し内容 

（１）まちづくり助成 
＜課  題＞ 

まちづくり助成の対象となる活動については、会議開催や活動の広報など基幹的な活動（基幹活動）と、
これらの活動をより効果的に行うため団体が独自に企画・提案する活動（提案活動）があるが、提案活動の
一部に効果の範囲が限定的なものや、他の補助金が利用可能なものが見受けられた。 
 
＜見直し案＞ 
① 提案活動の効果・目的の明確化 

提案活動が基幹活動を補完するものであること、また真にまちづくり活動に寄与するものであるかどう
かを意識しながら活動を進めてもらうため、提案活動の効果や目的を明確化する。 

② 提案活動費の上限額の設定 
提案活動として補助できる額に上限を設けることで、基幹活動を主軸としたまちづくり活動をより計画
的に進めてもらう。 

③ 他の補助金制度の情報提供 
まちづくり助成以外で、地域活動等に活用できる補助金・助成金制度を情報提供し、活動の目的に適し
た制度の活用を促す。 

 
（２）専門家派遣 

＜課  題＞ 
派遣の効果が最大限発揮されるよう、必要性に応じたメリハリのある制度運用が求められている一⽅で、

地域が抱える課題は多様化しており、課題ごとに適切な派遣期間を検討する必要がある。 
 

＜見直し案＞ 
多様化する地域の課題や取組の内容によって団体のタイプ分けを行い、必要に応じたメリハリのある

派遣となるようタイプ毎の派遣期間の見直しを行う。 
①−１ 地元発意型 
    地域住⺠の発意により活動が開始され、まちづくり構想の策定や、まちづくり協定の運用等を行

う団体 
①−２ 景観形成型 

地域住⺠の発意により活動が開始され、景観形成市⺠協定の運用等を行う団体 
②   行政課題解決型 

都市計画道路の検討や密集市街地の改善など、行政課題と関連するまちづくり活動を行う団体 

資料６ 
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まちづくり協議会の変更について 
 

 

 

１．まちづくり専門委員会議で報告する事項 

まちづくり条例施行規則第 4 条に規定するまちづくり協議会に係る変更の届出があった場合 

（神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則第４条） 

「神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例施行規則」（抜粋） 

第４条 まちづくり協議会は，第２条の規定により提出した申請書又は添付した図書の記載事項につい

て変更があったときは，速やかに様式第３号によるまちづくり協議会変更届出書により変更の内容を

市長に届け出なければならない。 
 

 

２．変更の届出があった協議会 

 区 協議会名称 変更届出日 変更内容 

１ 東灘 御影浜手まちづくり協定委員会 令和３年８月６日 区域の追加 

２ 兵庫 西出東出まちづくり協議会 令和３年８月 13日 代表者の変更 

３ 兵庫 兵庫区北西部まちづくり協議会 令和３年８月 13日 代表者の変更 

４ 長田 細田神楽まちづくり協議会 令和３年８月３日 代表者の変更 

５ 須磨 月見山本町２丁目まちづくり協議会 令和３年７月 26日 代表者の変更 

 

 

資料７ 
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令和３年度 まちづくり専門委員一覧 

（50 音順・敬称略） 

所属 氏名（ふりがな） 委嘱期間 

神戸大学大学院 工学研究科 准教授 
（くりやま なおこ） 

栗山 尚子 

令和２年度 

令和３年度 

兵庫県立大学  

国際商経学部 教授 

（くるまい ひろこ） 

車井 浩子 

令和３年度 

令和４年度 

関西学院大学 建築学部 教授 
（しみず ようこ） 

清水 陽子 

令和３年度 

令和４年度 

合資会社ゼンクリエイト  

（まちづくりコンサルタント） 

（ねづ まさひこ） 

根津 昌彦 

令和３年度 

令和４年度 

神戸香風法律事務所 弁護士 
（よしはら きよひで） 

𠮷原 清英 

令和３年度 

令和４年度 

資料８ 
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まちづくり専門委員会議の役割 

 
まちづくり条例に掲げられている項目（まちづくり協議会・まちづくり提案・まちづ

くり協定・まちづくり支援など）に関して、専門的な見地から幅広く意見を求めるこ

とを目的として設置しています。 

 [神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例 第 19 条] 
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コンサルタント派遣 審査対象団体 位置図まちづくり協定の更新 位置図 資料10

森南1丁目まちづくり協定を守る会

御影浜手まちづくり協定委員会

凡 例

まちづくり協定の更新予定団体
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コンサルタント派遣 審査対象団体 位置図検証評価対象団体 位置図

長田神社地域まちづくり協議会

第2・第4防災ビル研究会

湊川再整備検討準備会

凡 例

コンサルタント派遣（初年度）
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中央区 令和３年度 まちづくり支援事業 団体位置図

第2・第4防災ビル研究会

凡例

検証評価対象団体

R３年度
まちづくり支援団体
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兵庫区 令和３年度 まちづくり支援事業 団体位置図

湊川再整備構想準備会

凡例

検証評価対象団体

R３年度
まちづくり支援団体
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長田区 令和３年度 まちづくり支援事業 団体位置図

長田神社地域まちづくり協議会

凡例

検証評価対象団体

R３年度
まちづくり支援団体
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まちづくり専門委員会議開催要綱 

 

平成 27 年３月９日 住宅都市局長決定 

令和２年５月１日 改正        

（趣旨） 

第１条 神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例（以下「まちづくり条例」という。）

第 19 条に規定するまちづくり専門委員（以下「委員」という。）より，専門的な見地から幅広

く意見を求めることを目的として，まちづくり専門委員会議（以下「会議」という。）を開催

する。 

（委員） 

第２条 会議に参加する委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。 

 (1) 都市計画，土木，法律，経済，防災等を専門とする学識経験を有する者 

 (2) まちづくりコンサルタント及び商業コンサルタント等の実務経験を有する者 

２ 前項の規定により委嘱する委員の人数は，それぞれ６名以内とする。 

（委員の役割） 

第３条 委員は，次の各号に定める事案について，意見を述べるものとする。 
(1) まちづくり条例第９条第２項及び第９条第４項に規定する，まちづくり協定の締結及び変

更する場合 

(2)  まちづくり条例第 12 条第２項に規定する，まちづくり協定に係る地区内の届出に係る行

為が，まちづくり協定に適合しないと認められ，当該届出をした者と必要な措置について

協議する場合 

(3)  まちづくり条例第４条に規定するまちづくり協議会を認定する場合 

(4)  まちづくり条例第６条に規定するまちづくり協議会の認定の取り消しをする場合 

(5)  まちづくり条例第７条に規定するまちづくり提案を受ける場合 

(6)  神戸市まちづくり専門家派遣実施要領第８条に規定する，まちづくりコンサルタント派遣

に係る検証及び評価を実施する場合 

(7)  神戸市まちづくり助成実施要領第１条の２に規定する，優良まちづくりボランティア団体

の認定及び更新の決定に関する検証及び評価を実施する場合 

(8)  その他，市長が必要があると認める場合 

２ 委員は，次の各号に定める事案について，報告を受けるものとする。 

(1) まちづくり条例施行規則第４条に規定するまちづくり協議会に係る変更の届出があった

場合 

(2) まちづくり協議会より認定取消申出書が提出され，認定を取り消す場合 

 （任期） 

第４条 委員の任期は，１期２年とし，最長任期は原則５期 10 年以内とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会議の開催時期） 

第５条 会議は，原則として年２回開催する。なお，第３条各号に定める事案がある場合は，事

案に応じて委員を招集し適宜開催するものとする。また，軽微な項目については，委員個別に

報告し，意見を聴くことができるものとする。 
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（会議の公開） 

第６条 会議は，これを公開とする。ただし，次のいずれかに該当する場合で，都市局長が公開

しないと決めたときは，この限りでない。 

(1) 神戸市情報公開条例（平成 13 年神戸市条例第 29 条）第 10 条各号に該当すると認められる情

報について意見交換を行う場合 

(2) 会議を公開することにより公正かつ円滑な会議の進行が著しく損なわれると認められる場合 

２ 会議の傍聴については，神戸市有識者会議傍聴要綱（平成 25年３月 27 日市長決定）を適用

する。 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は，都市局まち再生推進課において処理する。 

（施行細目の委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，会議の開催に必要な事項は，都市局副局長が定める。 

 

附 則（令和２年５月１日決裁） 

 （施行期日） 

 この要綱は，平成 27年３月９日より施行する。 

 この要綱は，平成 31年４月１日より施行する。 

   この要綱は，令和２年５月１日より施行する。 
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